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（
施
設
利
用
者
負
担
額
に
係
る
管
理
）

第
七
十
六
条

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
指
定
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
及
び
指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）（
通
所
に
よ
る
指
定
施
設
支
援
を
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。）は
、
施
設
給
付
決
定
に
係

る
障
害
児
が
同
一
の
月
に
、
当
該
指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
が
提
供
す
る
指
定
施
設
支
援
及
び
他
の
指
定
知
的
障
害

児
施
設
等
が
提
供
す
る
指
定
施
設
支
援
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
指
定
施
設
支
援
に
係
る
施
設
利
用
者
負
担
額

等
合
計
額
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
は
、
こ
れ
ら
の

指
定
施
設
支
援
の
状
況
を
確
認
の
上
、
施
設
利
用
者
負
担
額
等
合
計
額
を
都
道
府
県
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該

施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
通
所
に
よ
る
指
定
施
設
支
援
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。）及
び
指
定
肢
体
不
自
由
児

通
園
施
設
は
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
依
頼
を
受
け
て
、
施
設
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
が
同
一
の
月
に
当
該
指

定
肢
体
不
自
由
児
施
設
又
は
指
定
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
が
提
供
す
る
指
定
施
設
支
援
及
び
他
の
指
定
知
的
障
害

児
施
設
等
が
提
供
す
る
指
定
施
設
支
援
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
指
定
施
設
支
援
に
係
る
施
設
利
用
者
負
担
額

等
合
計
額
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
又
は
当
該
指
定

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
は
、
こ
れ
ら
の
指
定
施
設
支
援
の
状
況
を
確
認
の
上
、
施
設
利
用
者
負
担
額
等
合
計
額
を

都
道
府
県
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
他
の
指
定
施
設
支
援
を
提
供
し
た
指
定

知
的
障
害
児
施
設
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
の
設
備
）

第
七
十
三
条

指
定
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二

訓
練
室
、
屋
外
訓
練
場
、
相
談
室
及
び
調
理
室
を
有
す
る
こ
と
。

三

浴
室
及
び
便
所
の
手
す
り
等
身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

２

指
定
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
は
、
そ
の
階
段
の
傾
斜
を
緩
や
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
指
定
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る

設
備
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

（
指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
の
設
備
）

第
七
十
四
条

指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
は
、
居
室
、
医
務
室
、
静
養
室
、
訓
練
室
、
屋
外
訓
練
場
、
調
理
室
、

浴
室
、
便
所
並
び
に
浴
室
及
び
便
所
の
手
す
り
等
身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

２

指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
は
、
そ
の
階
段
の
傾
斜
を
緩
や
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
設
備（
居
室
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、

併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

運
営
に
関
す
る
基
準

（
施
設
利
用
者
負
担
額
の
受
領
）

第
七
十
五
条

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
は
、
指
定
施
設
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
指
定

施
設
支
援
に
係
る
施
設
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
施
設
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
施
設
給
付
決
定

保
護
者
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の

支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

一

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
を
除
く
。）
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額

イ

当
該
指
定
施
設
支
援
に
係
る
指
定
施
設
支
援
費
用
基
準
額

ロ

障
害
児
施
設
医
療
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用

の
額
又
は
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費

用
の
額

二

指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設

当
該
指
定
施
設
支
援
に
係
る
指
定
施
設
支
援
費
用
基
準
額

３

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
指
定
施
設
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便

宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

費
用
の
支
払
を
施
設
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
指
定
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
及
び
指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
を
除
く
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。）（
通
所
に
よ
る
指
定
施
設
支
援
を
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。）
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
費

用イ

日
用
品
費

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
施
設
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生

活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と

が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
通
所
に
よ
る
指
定
施
設
支
援
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。）又
は
指
定
肢
体
不
自
由

児
通
園
施
設

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
費
用

イ

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

ロ

日
用
品
費

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
施
設
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、

日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
負
担
さ
せ

る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

３

指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
は
、
施
設
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
が
同
一
の
月
に
当
該
指
定
肢
体
不
自
由
児
療

護
施
設
が
提
供
す
る
指
定
施
設
支
援
及
び
他
の
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
が
提
供
す
る
指
定
施
設
支
援
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
れ
ら
の
指
定
施
設
支
援
に
係
る
施
設
利
用
者
負
担
額
合
計
額
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
は
、
こ
れ
ら
の
指
定
施
設
支
援
の
状
況
を
確
認
の
上
、
施
設
利
用

者
負
担
額
合
計
額
を
都
道
府
県
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
他
の
指
定
施
設
支

援
を
提
供
し
た
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
規
程
）

第
七
十
七
条

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
指
定
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
及
び
指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）（
通
所
に
よ
る
指
定
施
設
支
援
を
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。）及
び
指
定
肢
体
不
自
由
児

療
護
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
運
営
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

二

従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

三

入
所
定
員

三

指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
費
用

イ

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
光
熱
水
費
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
障
害

児
食
費
等
給
付
費
が
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の
六

第
一
項
に
規
定
す
る
食
費
等
の
基
準
費
用
額
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四

条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
が
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
代
わ
り
当

該
指
定
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
令
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
食
費

等
の
負
担
限
度
額
）
を
限
度
と
す
る
。）

ロ

日
用
品
費

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
施
設
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、

日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
負
担
さ
せ

る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

４

前
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

５

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費
用
に

係
る
領
収
証
を
当
該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

指
定
肢
体
不
自
由
児
施
設
は
、
第
三
項
の
費
用
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
施
設

給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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